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市第92号議案 

横浜市職員に対する期末手当及び勤勉手当に関する条例 

等の一部改正 

横浜市職員に対する期末手当及び勤勉手当に関する条例等の一部

を改正する条例を次のように定める。 

平成27年12月４日提出 

横浜市長 林   文 子  

横浜市条例（番号） 

横浜市職員に対する期末手当及び勤勉手当に関する条例 

等の一部を改正する条例 

（横浜市職員に対する期末手当及び勤勉手当に関する条例の一部

改正） 

第１条 横浜市職員に対する期末手当及び勤勉手当に関する条例（

昭和31年12月横浜市条例第48号）の一部を次のように改正する。 

第２条の３第２項中「（昭和37年法律第 160 号）第14条又は第

45条」を「（平成26年法律第68号）第18条第１項本文」に改める

。 

（横浜市退職手当条例の一部改正） 

第２条 横浜市退職手当条例（昭和24年８月横浜市条例第40号）の

一部を次のように改正する。 

第11条の５第４項中「（昭和37年法律第 160 号）第14条第１項

又は第45条」を「（平成26年法律第68号）第18条第１項本文」に

改める。 

 （横浜市市税条例の一部改正） 

第３条 横浜市市税条例（昭和25年８月横浜市条例第34号）の一部
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を次のように改正する。 

  第18条第１項中「不服申立て」を「審査請求」に改める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、行政不服審査法（平成26年法律第68号）の施行の

日から施行する。 

（経過措置） 

２ 第１条の規定による改正後の横浜市職員に対する期末手当及び

勤勉手当に関する条例及び第２条の規定による改正後の横浜市退

職手当条例の規定は、この条例の施行の日以後の処分に係る取消

しの申立てについて適用し、同日前の処分に係る取消しの申立て

については、なお従前の例による。 

 

提 案 理 由 

行政不服審査法の全部改正に伴い、関係規定の整備を図るため、

横浜市職員に対する期末手当及び勤勉手当に関する条例等の一部を

改正する必要があるので提案する。 
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 参  考  

   横 浜 市 職 員 に 対 す る 期 末 手 当 及 び 勤 勉 手 当 に 関 す る 条 例 

（ 抜 粋 ） 

                     上 段  改 正 案     
                    (下 段  現  行)   

第 ２ 条 の ３  （ 第 １ 項 省 略 ） 

２  前 項 の 規 定 に よ る 期 末 手 当 の 支 給 を 一 時 差 し 止 め る 処 分 （ 以 下 

                            （ 平 
「 一 時 差 止 処 分 」 と い う 。） を 受 け た 者 は 、 行 政 不 服 審 査 法 

                            （ 昭 

 成 26 年 法 律 第 68 号 ） 第 18 条 第 １ 項 本 文  
                   に 規 定 す る 期 間 が 経 過 し 

和 37 年 法 律 第 160 号 ） 第 14 条 又 は 第 45 条 

た 後 に お い て は 、 当 該 一 時 差 止 処 分 後 の 事 情 の 変 化 を 理 由 に 、 当

該 一 時 差 止 処 分 を し た 者 に 対 し 、 そ の 取 消 し を 申 し 立 て る こ と が

で き る 。 

   （ 第 ３ 項 か ら 第 ５ 項 ま で 省 略 ） 

 

横 浜 市 退 職 手 当 条 例 （ 抜 粋 ） 

                     上 段  改 正 案     
                    (下 段  現  行)   

（ 退 職 手 当 の 支 払 の 差 止 め ） 

第 11 条 の ５  （ 第 １ 項 か ら 第 ３ 項 ま で 省 略 ） 

４  前 ３ 項 の 規 定 に よ る 一 般 の 退 職 手 当 等 の 額 の 支 払 を 差 し 止 め る

処 分 （ 以 下 「 支 払 差 止 処 分 」 と い う 。） を 受 け た 者 は 、 行 政 不 服 

    （ 平 成 26 年 法 律 第 68 号 ） 第 18 条 第 １ 項 本 文     
審 査 法                        に 規 定 
   （ 昭 和 37 年 法 律 第 160 号 ） 第 14 条 第 １ 項 又 は 第 45 条 

す る 期 間 が 経 過 し た 後 に お い て は 、 当 該 支 払 差 止 処 分 後 の 事 情 の

変 化 を 理 由 に 、 当 該 支 払 差 止 処 分 を 行 っ た 退 職 手 当 管 理 機 関 に 対

し 、 そ の 取 消 し を 申 し 立 て る こ と が で き る 。 

   （ 第 ５ 項 か ら 第 10 項 ま で 省 略 ） 
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横 浜 市 市 税 条 例 （ 抜 粋 ） 

                     上 段  改 正 案     
                    (下 段  現  行)   

（ 災 害 等 に よ る 期 限 の 延 長 ） 

第 18 条  市 長 は 、 納 税 者 又 は 特 別 徴 収 義 務 者 が 次 の い ず れ か の 理 由

に よ り 、 法 又 は こ の 条 例 に 定 め る 申 告 、 申 請 、 請 求 そ の 他 書 類 の 

    審 査 請 求  
提 出 （            に 関 す る も の を 除 く 。） 又 は 納 付 若 し く は 納 入 
      不 服 申 立 て 

（ 第 ３ 項 に お い て 「 申 告 等 」 と い う 。） に 関 す る 期 限 ま で に 、 こ

れ ら の 行 為 を す る こ と が で き な い と 認 め る と き は 、 90 日 （ 特 別 徴

収 義 務 者 に つ い て は 、 30 日 ） を 限 度 と し て 、 そ の 期 限 を 延 長 す る

こ と が で き る 。 

   （ 第 １ 号 か ら 第 ４ 号 ま で 、 第 ２ 項 及 び 第 ３ 項 省 略 ） 


